
「代理人取引約款」新旧対照表 
（下線部分改定） 

東海東京証券株式会社 

2023年 12月 11日改定 

新 旧 

第４条（代理人取引の対象取引等） 

１ （省 略） 

２ 前項にかかわらず、次に掲げる取引等について

は代理人取引の対象外とさせていただきます。 

（１）信用取引 

（２）発行日決済取引 

（３）ブックビルディング 

（４）市場デリバティブ取引 

（５）仕組債 

（６）店頭デリバティブ取引 

（７）株券貸借取引 

（８）証券担保ローン 

（９）投資一任契約 

（１０）電子記録移転有価証券表示権利等 

（１１）その他、当社が代理人取引にふさわしくな

いと判断した取引 

３～４ （省 略） 

 

 

附則（2023年 12月 11日変更） 

この約款は、2023年 12月 11日より適用させていた

だきます。 

第４条（代理人取引の対象取引等） 

１ （現行通り） 

２ 前項にかかわらず、次に掲げる取引等について

は代理人取引の対象外とさせていただきます。 

（１）信用取引 

（２）発行日決済取引 

（３）ブックビルディング 

（４）市場デリバティブ取引 

（５）仕組債 

（６）店頭デリバティブ取引 

（７）株券貸借取引 

（８）証券担保ローン 

（９）投資一任契約（ファンドラップ） 

（１０）電子記録移転有価証券表示権利等 

（１１）その他、当社が代理人取引にふさわしくな

いと判断した取引 

３～４ （現行通り） 

 

 

附則（2021年 10月 1日変更） 

この約款は、2021年 10月 1日より適用させていた

だきます。 

 

 


